
奈
良
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

淀
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
の
一
級
河
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七

号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
を
河
川
予
定
地
と
し
て
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
河
川
課
及
び
奈
良
県
宇
陀
土
木
事
務
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

次
の
河
川
に
係
る
土
地
の
う
ち
別
紙
図
面
に
河
川
予
定
地
と
し
て
表
示
し
た
も
の

町
並
川
の
う
ち
宇
陀
市
榛
原
萩
原
元
萩
原
七
九
五
番
二
の
部
分
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